
令和２年 10月 16日 

 

 

厚生労働省 年金局 

企業年金・個人年金課 御中 

 

一般社団法人全国銀行協会 

業 務 部 

 

確定拠出年金制度に関する改善要望について 

 

平素は種々格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 

平成 13 年 10 月からスタートした確定拠出年金制度につきましては、当協会

の会員においても、運営管理機関や資産管理機関等として、制度の健全な普及・

発展のため努力しているところです。 

今般、当協会は、会員における日々の業務運営の中で加入者等から寄せられて

いる要望等も踏まえ、別紙のとおり改善要望を取りまとめました。 

つきましては、本制度の更なる普及・発展のために、別紙の要望事項について

ご高配を賜りますようお願い申しあげます。 

なお、要望のうち税制改正に関わる事項につきましては、当協会の税制改正要

望として関係当局へ提出しておりますので、申し添えます。 

 

以  上 
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確定拠出年金制度に関する改善要望 

 

令和２年 10月 16日 

一般社団法人全国銀行協会 

 

≪最重要要望項目≫ 

１．退職年金等積立金に対する特別法人税の撤廃【税制関連】 

確定拠出年金は、公的年金の補完、老後の生活の維持向上といった社会的要請に応え、

国民の将来不安を除去し、少子・高齢社会に対応するための制度として、拠出時・運用時

非課税、給付時課税を基本とした十分な税制優遇措置が講じられるべきである。 

特に、確定拠出年金に係る退職年金等積立金に対する特別法人税は、加入者の個人別管

理資産に賦課されることによって、勤労者の将来の年金原資が目減りしてしまうことにな

るほか、主要先進国で積立金に課税する例はない。 

こうした中、特別法人税に係る課税停止措置は、令和２年度税制改正により、令和５年

３月 31 日まで延長されたものの、確定拠出年金制度の安定的な普及・発展のためにも、

「拠出時・運用時非課税、給付時課税」の制度設計を明確にすることが望ましく、特別法

人税そのものを撤廃いただきたい。撤廃が困難な場合には、少なくとも課税停止措置の延

長を検討いただきたい。 

 

２．拠出限度額の見直し【税制関連】 

（1）拠出限度額の撤廃または引上げ 

確定給付企業年金（以下「DB」という。）と同様、企業型確定拠出年金（以下「企業型 DC」

という。）の事業主掛金は当該企業が、退職給付制度や財務状況、総人件費の考え方等に沿

って掛金額を設定するものである。 

企業型 DC の制度設計の自由度を高めることは、同制度の普及に資すると考えられるこ

とから、企業型 DCに係る拠出限度額の撤廃、または少なくともさらなる引上げを検討いた

だきたい。 

また、個人型確定拠出年金（以下「iDeCo」という。）についても、さらなる普及・拡充

を図ることや、国民が高齢期における所得の確保に係る自主努力を行うに当たっての公平

な支援の充実を図る観点から、拠出限度額の撤廃、または少なくともさらなる引上げを検

討いただきたい。 

 

（2）加入者の属性により異なる拠出限度額の簡素化 

企業型 DC および iDeCo は、加入者の属性（国民年金の被保険者区分や勤務先の企業年

金制度の有無等）により拠出限度額が異なっており、iDeCo の加入を検討する個人にとっ

ては複雑で不公平感を与えかねない仕組みとなっている。 

上記（1）に掲げた拠出限度額の撤廃等に加え、加入者の属性により異なる拠出限度額を

一部引き上げることにより、公平で分かりやすい制度とすることを検討いただきたい。 
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（3）企業型 DCの拠出限度額外での iDeCo拠出の認容 

これまで、企業型 DC は、加入者自身の掛金拠出を可能とする制度（以下「マッチング拠

出制度」という。）を設けないことを前提に、規約において加入者の iDeCoへの同時加入を

認めることができることとされていたが、2020 年の法改正により、規約の定め等がなくと

も、マッチング拠出か iDeCoへの加入かの選択が可能となった。 

企業型 DC と iDeCo へ同時加入する場合は、拠出限度額に収まるように iDeCo 掛金額の

調整が必要となる場合もあるため、iDeCo の普及や老後取得の確保といった観点から、企

業型 DCの拠出限度額（27,500円、55,000円）に上乗せするかたちで iDeCoの拠出を可能

とすることを検討いただきたい。 

 

（4）マッチング拠出制度における従業員拠出額の要件の見直し 

企業型 DC加入者が iDeCoにも加入する場合、iDeCoに係る口座管理手数料の負担や、企

業型 DCと iDeCo の２口座を管理する負担が生じる。 

一方、企業型 DC が規約においてマッチング拠出制度を設けていれば、当該企業型 DCの

加入者は、同制度を活用することでこれらの負担なくさらなる掛金拠出が可能である。 

しかし、同制度における加入者掛金の拠出額（いわゆる従業員拠出額）は「事業主掛金

累計額を限度」とする旨の制限が課されている。 

利便性をさらに向上する観点から、この制限を撤廃し、当該企業型 DCの事業主掛金と加

入者掛金の合計が企業型 DCの拠出限度額（27,500円、55,000円）を超えない範囲におい

て、加入者掛金のさらなる拠出を可能とすることを検討いただきたい。 

 

３．脱退一時金の支給要件の緩和【税制関連】 

2020年の法改正によって、脱退一時金の支給要件が緩和されたものの、企業における退

職時の脱退一時金の支給の観点や、介護・病気による療養等のやむを得ない事由等、一定

の条件のもと年金資産の中途引出を可能とすることのニーズは引き続き高いものがある。 

確定拠出年金制度のより一層の利便性向上・普及を図る観点からも、追徴課税等のペナ

ルティを課した脱退一時金の支給を可能とする制度の創設等、さらなる支給要件の緩和を

検討いただきたい。 

 

≪その他の要望項目≫ 

４．老齢給付金の支給要件の緩和【税制関連】 

60 歳で老齢給付金の支給を請求するためには、10 年以上の通算加入者等期間が必要で

あり、他の企業年金からの制度移行がない場合には、50 歳以上の従業員は 60 歳から支給

を請求することができない。 

確定拠出年金への制度変更に伴う年齢による不公平を是正するため、通算加入者等期間

によらず 60 歳から支給を請求することができるよう、老齢給付金の支給要件を緩和して

いただきたい。 

 

５．国民年金の第３号被保険者が iDeCoに加入した場合における掛金の所得控除【税制関連】 

iDeCo は加入者が拠出する掛金の全額が所得控除の対象になるところ、課税所得がない
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国民年金の第３号被保険者はそのメリットを享受できない。 

iDeCo 加入者の裾野を広げるべく、同被保険者たる iDeCo 加入者が負担すべき掛金を配

偶者等が拠出した場合には、例えば、社会保険料控除（所得税法第 74条等）と同様に、当

該配偶者等の課税所得から控除できるようにするなど、同被保険者の加入促進を図る施策

等を検討いただきたい。 

 

６．確定拠出年金のさらなる普及推進のために 

（1）他制度からの資産移換要件の緩和 

中小企業退職金共済（以下「中退共」という。）・特定退職金共済で被保険者が退職した

場合や事業主が新たに企業型 DC を設立した場合、および厚生年金基金・DB で資格喪失時

に中途脱退者にならなかった場合等、確定拠出年金（企業型・iDeCo とも）への資産移換

が認められていないケースも多い。 

例えば、中退共と企業型 DC との間の資産移換は、合併、会社分割その他の場合に限ると

されており、また、iDeCo と中退共との間の資産移換は認められていない。 

加えて、厚生年金基金の解散に伴う残余財産の分配金は、iDeCo への資産移換は認めら

れていない。 

確定拠出年金制度を他制度の受け皿として活用できるよう、より幅広く、他制度から確

定拠出年金への資産移換を可能とすることを検討いただきたい。具体的には、中退共から

企業型 DC への資産移換に当たっての条件を撤廃することに加え、厚生年金基金の解散に

伴う残余財産の iDeCo への移換を可能にしていただきたい。 

また、退職等で退職一時金を受け取った個人が、その退職金を確定拠出年金へ移換でき

るようにしていただきたい。 

 

（2）退職一時金制度からの資産移換方法の弾力化 

退職一時金制度から企業型 DC への資産移換は、４年～８年の間で均等に分割移換を行

うこととされているが、企業型 DCを導入する中小企業の一層の拡大を図ること、および加

入者保護の観点から、一括移換または分割移換年数の拡大化（例：１年～８年）を検討い

ただきたい。 

 

７．確定拠出年金制度の見直しに係る議論に関する要望 

第 12回社会保障審議会企業年金・個人年金部会において示された論点について、以下の

とおり要望する。 

 

（1）DBを併せて実施する場合の企業型 DCの拠出限度額の検討に関する事項 

DB を併せて実施する場合の企業型 DC の拠出限度額に関する論点として、月額 5.5 万円

から DBの掛金相当額（仮想掛金額）を控除した額とすることが議論されている。 

この論点は、DB ごとの掛金相当額の実態を反映することにより、企業型 DC の拠出限度

額が増える加入者が生じるといった点があり、制度利用の促進に資するものと考えられる。 

一方、既存の加入者の一部については、DC拠出が不可となる内容となっており、確定拠

出年金制度の安定性確保や自助努力にもとづく資産形成の促進といった観点から、仮想掛
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金額の導入後も、DC の拠出が継続可能となる仕組みの構築等、制度から排除される加入者

がいなくなるような配慮を検討いただきたい。 

また、仮想掛金額の仕組みの検討に当たっては、確定拠出年金制度の普及促進の観点か

らも、事業者、加入者、金融機関にとって認識・理解が容易となるよう、また、企業型 DC

の関係者（記録関連運営管理機関（RK）、金融機関）へのシステム影響を可能な限り縮小化

し、制度全体のコストを低減させることに繋げる意味でも、簡素で分かりやすい仕組みを

検討いただきたい。 

 

（2）拠出可能額の明確化に関する事項 

DB を併せて実施する企業に属する場合、当該従業員は、自社の DB 仮想掛金額・それに

応じて決まる企業型 DCや iDeCo の拠出限度額を認識する必要がある。事業主・加入者・制

度の説明を行う金融機関等がこれらの情報を参照できるように、ねんきんネット等を活用

したナショナルインフラの整備をご検討いただきたい。 

 

（3）国民年金の第２号被保険者の iDeCo加入時の事業主証明等の検討に関する事項 

国民年金の第２号被保険者の iDeCo 加入時の事業主証明等に関する論点として、iDeCo

加入者の転職等に伴う企業年金の加入状況に関する事業主証明の届出を不要とすることが

議論されている。 

この論点は、利用者の利便性向上に資するものと考えられるが、実現には対応のための

インフラ整備に係るコストが生じるため、検討に当たっては、このコスト負担が、加入者

および事業主等関係者にとって過大なものとならないよう配慮いただきたい。 

 

以  上 

 


	01-1_令和２年度DC制度改善要望（カバー）
	01-2_2020年度要望（制度改善）（案）_201002修正

